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障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等のご家庭に対する 

手指消毒用エタノールの優先供給に係る留意事項について 

 

 

障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等（在宅で生活している医療的なケア

が必要な障害者や重症心身障害児者を含む。以下同じ。）のご家庭における手指消毒

用エタノールの優先供給につきましては、格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

この度、「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノー

ルの優先供給について（改定）」（令和２年４月 15日付け厚生労働省医政局経済課ほ

か事務連絡）が発出され、５月分の需要量について、都道府県からの要請を受け付け

ることが周知されました。 

つきましては、障害者入所施設や障害児入所施設のほか、居宅介護事業所や重度訪

問介護事業所等の障害福祉サービス事業所等に対し、当該優先供給の要請を受け付け

ておりますので、必要に応じて、当該優先供給スキームの活用をご検討くださいます

ようお願いします。 

また、医療的ケア児等のご家庭に対しては、引き続き、市中での入手が困難との声

があり、医療的ケア児に対しては、全体の優先供給に先立って３月 13日及び３月 24

日に国から配布した分では不足する可能性もあるため、都道府県においては、管内市

町村とも連携しながら、効率的な方法でご家庭の状況をよく把握し、必要に応じて当

該優先供給スキームの活用をご検討くださいますようお願いします。 

なお、優先供給スキームを活用した手指消毒用エタノールの調達に係る費用につい

ては、国からの補助を可能とするため、令和２年度補正予算案の「障害福祉サービス

等の衛生管理体制確保支援事業」において必要な予算を計上していることを申し添え

ます。 
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